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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキディスクの摺動面に、ブレーキキャリパによって押付けられる鉄道車両用ブレ
ーキライニングであって、
　ブレーキディスクの前記摺動面に押付ける摩擦部材と、
　この摩擦部材を支持すべく、前記ブレーキキャリパに取付けられる裏板を備え、
　前記摩擦部材は、前記ブレーキディスクの半径方向及び周方向に２個以上に分割配置さ
れると共に、これらそれぞれの摩擦部材は、ブレーキディスクの前記摺動面と接触する摺
動材と、この摺動材の前記裏板側に固定された裏金とで構成され、
　前記裏金は前記裏板側に突起が形成されている一方、前記裏板の摩擦部材側には、前記
裏金に形成された突起の外周面と接触する溝が形成され、
　前記突起と前記溝の間に回り止めが機能する範囲の隙間を設け、かつ、前記それぞれの
摩擦部材の裏金と前記裏板の間には弾性部材又は球面座を介在させたことを特徴とする鉄
道車両用ブレーキライニング。
【請求項２】
　前記突起と溝は、両者が接触する面の法線がブレーキディスクの半径方向と±１０°以
内になるように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の鉄道車両用ブレーキラ
イニング。
【請求項３】
　前記突起と溝との接触面積は、摩擦部材１個当り１０mm2以上であることを特徴とする



(2) JP 5512337 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

請求項１又は２に記載の鉄道車両用ブレーキライニング。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として鉄道車両用ディスクブレーキにおいて、ブレーキディスクとブレー
キライニングの摩擦による熱エネルギーを効果的に分散しつつ、耐久性を向上させること
が可能な鉄道車両用ブレーキライニングに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両や自動車及び自動二輪車等の陸上輸送機械では、車両の高速化や大型化に伴い
、その制動装置としてディスクブレーキが多用されるようになってきている。
　以下、鉄道車両用のディスクブレーキを例にとって説明する。
【０００３】
　ディスクブレーキは、ブレーキディスクとブレーキライニングとの摩擦により制動力を
得る装置で、車軸又は車輪に取付けたブレーキディスクの摺動面にブレーキライニングを
押付けることで制動力を得、車軸又は車輪の回転を制動して車両の速度を制御する。
【０００４】
　その際、ブレーキライニングとブレーキディスクの接触面は、摩擦熱によって温度が上
昇するが、より高速或いはより車両重量が大きいほどブレーキ負荷が大きくなり、接触面
での温度が高くなる傾向にある。ブレーキディスクの耐久性を向上させるためには、制動
中のブレーキライニングとブレーキディスクの接触をできるだけ均一化し、発生する摩擦
熱を低減する必要がある。
【０００５】
　従来型の鉄道車両用ディスクブレーキとして、図３に、ブレーキライニング及びブレー
キディスクを示す。図３（ａ）はブレーキライニングの摩擦部材側からみた平面図、図３
（ｂ）は（ａ）図のＢ－Ｂ断面図である。
【０００６】
　ブレーキライニング１は、図示省略したブレーキキャリパに取付けられ、ブレーキディ
スク２の摺動面２ａと接触する摩擦部材１ａを、図示省略したリベットによって裏板１ｂ
に取付けた構成である。
【０００７】
　ブレーキキャリパは、ブレーキライニングをブレーキディスクに押付けて制動力を得る
ための装置であり、油圧式、空圧式等が存在する。ブレーキキャリパからブレーキライニ
ングに負荷される押付け力は、取付け部の構造上、ブレーキライニングの全体には作用せ
ず、ある特定の部分に集中して作用する。
【０００８】
　このように、従来のディスクブレーキは、構造上、ブレーキキャリパからの押付け力が
ブレーキライニングの一部分にのみ作用するため、ブレーキライニングとブレーキディス
クの接触面では、接触面圧の高い部分と低い部分の差が大きくなる。従って、ブレーキキ
ャリパからの押付け力が作用する直下において、ブレーキライニングとブレーキディスク
の接触面圧は高くなる傾向にある。
【０００９】
　接触面圧の高い部分では、摩擦による熱エネルギーがより多くなるため、特に新幹線等
の高速車両においては、制動中の温度上昇が過大となる可能性がある。接触面圧が高くな
って温度が上昇すると、ブレーキライニングとブレーキディスクの摩耗量増加、ブレーキ
ディスクの亀裂発生等の原因となり得る。従って、ブレーキライニング、ブレーキディス
クの耐久性確保のため、制動中の両者の摩擦による熱エネルギーを効率良く分散すること
が重要である。
【００１０】
　近年、このような問題に対し、ブレーキライニングとブレーキディスクの接触を均一化
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（等面圧化）することを目的としたブレーキライニングの構造が開示されている（例えば
特許文献１～３）。
【００１１】
　これら特許文献１～３に開示されたブレーキライニングは、摩擦部材が複数個に分割さ
れており、それぞれの摩擦部材がばね部材や球面座を利用して、個々に旋回可能となって
いる。このような構造とすることにより、ブレーキライニングとブレーキディスクの接触
を等面圧化することが可能になる。
【００１２】
　しかしながら、一方で個々の摩擦部材が小さくなるため、ブレーキディスクとの摩擦に
よって摩擦部材がその場で回転してしまい、摩擦部材と裏板の締結部に緩みが生じ、最終
的に落失する可能性がある。
【００１３】
　従って、特許文献２、３で開示されたブレーキライニングでは回り止めの機構が設けら
れている。しかしながら、これら特許文献２、３で開示された回り止めには、等面圧化す
るためのブレーキライニングに必要な部品（摩擦部材、ばね部材又は球面部材、裏板、リ
ベット等の締結部品）以外に新たな部品が必要である。従って、重量増や生産性の低下を
招いてしまう。また、これらの特許文献２、３の構造では、回り止め用の部品にトルク負
荷が作用してしまい、部品の耐久性が十分に確保できない可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－１５１１８８号公報
【特許文献２】特開２００６－２０７６２５号公報
【特許文献３】特開２００８－１３３９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明が解決しようとする問題点は、ブレーキライニングとブレーキディスクの接触面
圧を均等にして局部的な温度上昇を抑制する従来技術の場合、新たな部品が必要で、重量
増や生産性の低下を招くという点である。また、回り止め用の部品にトルク負荷が作用し
、部品の耐久性が十分に確保できない可能性があるという点である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の鉄道車両用ブレーキライニングは、
　新たな部品を追加しなくても、摩擦部材がその場で回転することを防止するために、
　ブレーキディスクの摺動面に、ブレーキキャリパによって押付けられる鉄道車両用ブレ
ーキライニングであって、
　ブレーキディスクの前記摺動面に押付ける摩擦部材と、
　この摩擦部材を支持すべく、前記ブレーキキャリパに取付けられる裏板を備え、
　前記摩擦部材は、前記ブレーキディスクの半径方向及び周方向に２個以上に分割配置さ
れると共に、これらそれぞれの摩擦部材は、ブレーキディスクの前記摺動面と接触する摺
動材と、この摺動材の前記裏板側に固定された裏金とで構成され、
　前記裏金は前記裏板側に突起が形成されている一方、前記裏板の摩擦部材側には、前記
裏金に形成された突起の外周面と接触する溝が形成され、
　前記突起と前記溝の間に回り止めが機能する範囲の隙間を設け、かつ、前記それぞれの
摩擦部材の裏金と前記裏板の間には弾性部材又は球面座を介在させたことを最も主要な特
徴としている。
【００１７】
　本発明は、ブレーキディスクの摺動面と接触する摺動材の裏板側に固定された裏金の前
記裏板側に突起を形成する一方、裏板の摩擦部材側に前記突起の外周面と接触する溝を形
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成し、これら突起と溝との接触により裏金の回り止めを行っている。
【００１８】
　従って、新たな部品を追加しなくても、摩擦部材がその場で回転することを防止するこ
とができる
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、裏金の裏板側に突起を形成する一方、裏板の摩擦部材側に前記突起の外周
面と接触する溝を形成し、これら突起と溝との接触により回り止めの機能を持たせるので
、新たな部品を追加しなくても、摩擦部材がその場で回転することを防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】（ａ）は本発明のブレーキライニングの第１の例を摩擦部材側から見た平面図、
（ｂ）は（ａ）図のＡ－Ａ拡大断面図、（ｃ）は裏金を裏板側から見た平面図である。
【図２】本発明のブレーキライニングの第２の例を示す図１（ｂ）と同様の図である。
【図３】（ａ）は従来のブレーキライニングを摩擦部材側から見た平面図、（ｂ）は（ａ
）図のＢ－Ｂ拡大断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明では、新たな部品を追加しなくても摩擦部材がその場で回転することを防止する
という目的を、裏金の裏板側に突起を形成する一方、裏板の摩擦部材側に前記突起の外周
面と接触する溝を形成し、これら突起と溝を接触させることによって実現した。
【実施例】
【００２２】
　以下、本発明の着想から課題解決に至るまでの過程と共に、本発明を実施するための最
良の形態について説明する。
【００２３】
　摩擦部材には、通常、銅焼結材や樹脂系の材料が用いられるが、強度や剛性を保つため
に、裏板側の面には裏金と呼ばれる鋼製の薄い板が接着されている。発明者らは、この裏
金に回り止めの機能を持たせた場合、新たな部品を追加しなくても、摩擦部材がその場で
回転することを防止でき、摩擦部材と裏板の締結部の緩みを抑制できると考えた。
【００２４】
　本発明の鉄道車両用ブレーキライニングは、上記考え方に基づき、発明者らが検討を重
ねた結果、成立したものである。
【００２５】
　すなわち、本発明の鉄道車両用ブレーキライニングは、例えば、車軸に取付けたディス
ク体又は車輪にボルト締結されるブレーキディスクの摺動面に、ブレーキキャリパによっ
て押付けられるもので、以下の構成を採用している。
【００２６】
　図１において、１１はブレーキディスクの前記摺動面に押付けられる摩擦部材であり、
前記ブレーキキャリパに取付けられた裏板１２に、例えばリベット１３により締結する際
、裏板１２と摩擦部材１１の間に皿ばね１４を介して弾性支持している。
【００２７】
　なお、摩擦部材１１と裏板１２の間に介在させる弾性部材は、皿ばね１４に換えてコイ
ルばねを使用しても良い。また、弾性部材に換えて、図２に示すような球面座１５を介在
させても良い。
【００２８】
　この摩擦部材１１は、例えば図１（ａ）に示すように、ブレーキディスクの半径方向に
２つに分割すると共に、その周方向外周側では８個、周方向内周側では６個の計１４個の
略円形に分割し、裏板１２の周方向中央線１２ａと線対称となるように配置している。
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【００２９】
　本発明では、前記分割したそれぞれの摩擦部材１１を構成する、ブレーキディスクの摺
動面と接触する摺動材１１ａの前記裏板１２側に固定された裏金１１ｂの、裏板１２側の
例えば外周部２箇所に突起１１ｂａを形成している。
【００３０】
　一方、前記裏板１２の摩擦部材１１側における前記突起１１ｂａと相対する位置には、
前記裏金１１ｂに形成された突起１１ｂａを嵌入し、突起１１ｂａの外周面と接触する溝
１２ｂを形成している。
【００３１】
　この溝１２ｂは前記突起１１ｂａとの接触面積が確保できる範囲であればどのような形
状でも良い。但し、摩擦部材１１がブレーキディスクの摺動面とは垂直方向（ブレーキデ
ィスクの軸方向）に可動とするため、回り止めが十分機能する範囲で突起１１ｂａと溝１
２ｂの間に僅かな隙間を設けておくようにすることが望ましい。この突起１１ｂａと溝１
２ｂの間の隙間は１mm以内程度とするのが望ましい。
【００３２】
　このような構成とすれば、制動時、ブレーキディスクの摺動面に摩擦部材１１を押付け
た場合でも、突起１１ｂａと溝１２ｂの接触抵抗によって、分割した摩擦部材１１がその
場で回転することがない。
【００３３】
　従って、摩擦部材１１と裏板１２の締結部（リベット１３）に緩みが生じ難くなって、
落失する可能性も少なくなる。また、前記構成では、突起１１ｂａによる重量増と溝１２
ｂによる重量減が相殺されるので、全体の重量増を抑えることができる。
【００３４】
　ところで、前記突起１１ｂａと溝１２ｂは、突起１１ｂａと溝１２ｂの接触面の法線が
、図１（ａ）に示すように、ブレーキディスクの例えば半径方向となるように、突起１１
ｂａと溝１２ｂを形成しておくことが望ましい。
【００３５】
　このような位置に突起１１ｂａと溝１２ｂを形成すれば、ブレーキディスクの回転を止
めるべく、ブレーキディスクの周方向に作用するブレーキトルクが突起１１ｂａ或いは溝
１２ｂに直接負荷しないようになり、両者に過大な力が作用して耐久性が低下するのを抑
制することができる。
【００３６】
　発明者らの調査によれば、突起１１ｂａと溝１２ｂは、両者が接触する面の法線が必ず
しもブレーキディスクの半径方向でなくても、半径方向と±１０°以内になるように形成
しておけば良いことが分かっている。
【００３７】
　この範囲内であれば、ブレーキディスクの周方向に作用するブレーキトルクをリベット
１３と裏板１２で受けることになり、十分な耐久性を確保できることが判明したからであ
る。
【００３８】
　一方、突起１１ｂａと溝１２ｂが接触する面の法線がブレーキディスクの周方向に位置
するように突起１１ｂａと溝１２ｂを形成すると、ブレーキトルクが直接突起１１ｂａに
作用し、突起１１ｂａの耐久性が確保できなくなる。
【００３９】
　突起１１ｂａと溝１２ｂの接触面積は、回り止めの十分な効果と突起１１ｂａの耐久性
を確保するためには、摩擦部材１個当り１０mm2以上であることが望ましい。
【００４０】
　以下に、本発明の効果を確認するために、制動中における摩擦部材の回転を評価するた
め、有限要素解析を行った結果について説明する。
【００４１】
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　有限要素解析では、図１、図２に示す形状・構造の、長手方向の長さが４００mm、幅方
向の長さが１３０mmのブレーキライニングと、新幹線に使用されている、内径が３０５mm
、外径が７２０mmの略円盤状の鍛鋼製ブレーキディスクを弾性体でモデル化して使用した
。
【００４２】
　有限要素解析では、ブレーキライニングの背面側からブレーキキャリパから押付け力相
当の荷重（１０kN）を与え、ブレーキディスクを回転させた。
【００４３】
　その際、ブレーキライニングと接触する摺動面はブレーキディスクの外周側に位置し、
その半径方向の長さは１２７．５mmとした。また、ブレーキライニング（摩擦部材の摺動
部は銅焼結材、それ以外は鉄鋼材料。）とブレーキライニングの接触面の摩擦係数は０．
３とした。
【００４４】
　このときに個々の摩擦部材が回転するかどうかを評価した。解析では、図１、図２に示
した摩擦部材の裏金に突起がある場合（突起が溝と接触する領域の寸法は、ブレーキディ
スクの周方向に１０mm、軸方向に１mm。）と、裏金に突起が無い場合で比較した（下記表
１参照）。
【００４５】
【表１】

【００４６】
　本発明の目的は、ブレーキライニングの個々の摩擦材の回転防止にあるため、ブレーキ
ライニングをブレーキディスクに押付けた状態でブレーキディスクを回転させたときに、
個々の摩擦材がその場で回転するかどうかを評価した。
【００４７】
　下記表２に、それぞれのブレーキライニングについて、回転が生じた摩擦材の個数を示
す。
【００４８】
【表２】

【００４９】
　表２より、発明例は裏金の突起と裏板の溝が接触するため、何れの摩擦部材でも回転が
生じていないことが分かる。一方、比較例は裏金の突起がないので、４個の摩擦部材で回
転が生じた。
【００５０】
　本発明は上記の例に限らず、各請求項に記載された技術的思想の範疇であれば、適宜実
施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。
【００５１】
　例えば、裏金１１ｂに形成する突起１１ｂａの形状は、図１（ａ）に示すような矩形に
限らず、矩形以外の多角形、円形等様々な形状が適用できる。また、裏金１１ｂに形成す
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る突起１１ｂａの数は、図１に示したような２個に限らないが、多すぎると生産性が低下
するので、１～４個程度とするのが望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　上記構成の本発明は、鉄道車両用のブレーキディスクに限らず、自動車や自動二輪車等
のブレーキディスクであっても適用できる。
【符号の説明】
【００５３】
　１１　　摩擦部材
　１１ａ　　摺動材
　１１ｂ　　裏金
　１１ｂａ　　突起
　１２　　裏板
　１２ｂ　　溝
　１３　　リベット
　１４　　皿ばね
　１５　　球面座

【図１】 【図２】

【図３】
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